
 

相談内容 

及び 

回答例 

 
 
 
 
 
 

対象者 特別支援学級担任、通常の学級担任、特別支援教育主任 等 

 
 

相談方法 

 
 
 
 
 

担当者 
東部教育局 特別支援教育担当 西小路 真智子 
【電話】0857－20－3672  

注意事項 児童生徒の個人情報（氏名）は載せないこと 

相談期間 令和６年５月から令和７年３月まで  ※随時受け付けます。 

 何でもご相談ください！ 

  特別支援教育に関わること、何でもご相談ください。 
  まずは、東部教育局代表アカウント（特別支援教育専用）に、お困りごとや悩み
ごとをつぶやいてください。 

昨年度は、月に1回（指定日・指定時間）の相談を行っていましたが、今年度はタイムリーな対応を
目指して、随時のオンライン受付に変更しました。お気軽にご相談ください。） 

 

 
 
 

  

①東部教育局代表アカウント（特別支援教育専用）に相談内容をメール送信 
 

 「tobukyoiku4@g.torikyo.ed.jp」 

②即答できる内容 
担当からメール返信。 

②学校訪問が必要な内容 ②継続的な相談が必要な内容 

③チャットグループを作成。 ③チャットグループを作成 
担当から返信。日程調整。 

内容に応じて、市町教育委員会担当者と連携します。 

 

 

Q1 「個別の教育支援計画の合理的配慮」の欄に何を書けばよいのかわかりません。 
A1 国立特別支援教育総合研究所のインクルDBの実践事例がわかりやすいですよ。 
    「『特別支援教育の手引き』 鳥取県教育委員会」のP91とP92の間にも観点ごとに 
    まとめてあります。見ていただき、また質問がありましたら連絡ください。 

Q２ かけ算九九を定着させる方法はありませんか。 
A２ なぜ覚えられないのか背景を探りましょう。かけ算九九の歌がよいかもしれません。 
    九九カードも工夫が必要かもしれません。教材を提供します。 

 Q３ 同じ時間に複数学年を複数教科指導することに苦戦しています。 
A３ 「わたり」と「ずらし」を取り入れると効果的な授業ができます。資料を送ります。学校 
    訪問をし、実態に応じた授業の提案もできます。希望される場合は管理職に御相談 
    ください。 


